
独立行政法人国立病院機構宇多野病院における 

照明設備 LED 化整備事業の公募の公示 

 

 

 令和 7年 4月 1日からの当病院における照明設備 LED 化整備事業の受託者（以下「受

託者」という。）を公募することとしますので、希望する者は次のとおり企画書及び貸

付料等にかかる見積書（封書で封印。以下「見積書」という。）を提出願います。 

 

 

 令和 6年 10 月 24 日 

                                              独立行政法人国立病院機構 

宇多野病院 

院長  澤田 秀幸 

 

１．事業概要 

（１）事業名 

  独立行政法人国立病院機構宇多野病院における照明設備 LED 化整備事業 

 

（２）運営内容 

    受託者は、当院に対し設置作業を含む照明設備の LED 化の整備を行い、当該 LED 化

照明設備は賃貸借契約とする。 

 

（３）契約期間 

  契約の日から令和 13 年 3 月末日まで 

ア 設置工事期間 契約の日      から 令和 7年 3月末日まで 

イ 賃貸借期間  令和 7 年 4月 1日 から 令和 13年 3 月末日まで 

    ※設置工事期間及び賃貸借期間は上記を予定とし協議で定める。 

（４）納入場所 

独立行政法人国立病院機構宇多野病院内 

   

 

２．競争参加資格、選定基準及び評価基準 

  

（１） 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下、「契約細則」という）第５ 

条及び第６条の規定に該当しない者であること。 

（２）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格令和４・５・６年度）｢役務の提供等」



のうち、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」 「Ｄ」の等級に格付けされ、近畿地域の競争資格を有

する者であること。 

（３）契約細則第４条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。 

（４）その他、次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 

  ①過去３年の期間において、病院での LED 化等類似（設置又は賃貸借）業務による

導入実績（契約締結済・施工予定含む）（１病棟以上の実績とする）があること。 

（受託実績の存在を証する証拠書類（契約書の写し等）を提出すること。） 

  ②法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。 

   （近年 2カ年の財務諸表を提出すること。） 

（５）企画書及び見積書を特定するための評価基準 

  ①企画書の提出者の能力 

   同種業務の実績 

  ②経営状況・ワークライフバランス 

  ③管理体制・使用機器・施工に関する配慮・施工後の管理、保証、保守 

  ④費用対効果 

  ⑤受託者からの提案 

      企画の適格性、企画の創造性、企画の現実性 

  ⑥受託料見積の妥当性 

 

３．手続等 

（１）担当課・係 

    〒616-8255 京都府京都市右京区鳴滝音戸山町 8番地 

      独立行政法人国立病院機構宇多野病院 事務部企画課契約係 

        電話 075-461-5121（内線 7065） 

 

（２）説明書の交付期間及び場所 

  ①交付期間  令和 6年 10 月 25 日(金)から令和 6年 11 月 14 日(木)まで   

             また交付時間は 9時 00 分から 17時 00 分までとする 

  ②交付場所      「（１）」に同じ 

 

（３）参加希望者の登録期限、場所及び方法 

  ①登録期限      令和 6年 11 月 14 日（木）17時 00 分 

 

（４）企画書の提出期限、場所及び方法 

  ①提出期限      令和 6年 11 月 25 日（月）17時 00 分 

    ②提出場所及び方法   「（１）」に同じ（持参又は郵送） 



 

（５）企画書プレゼンテーションの日時及び場所 

①日時                令和 6年 11 月 27 日（水）１３時３０分 予定 

    ②場所                独立行政法人国立病院機構宇多野病院 会議室 

 

（６）見積書の提出期限、場所及び方法 

  ①提出期限      令和 6年 11 月 28 日（木）17時 00 分 

    ②提出場所及び方法   「（１）」に同じ（持参又は郵送） 

 

（７）見積書の開封日時及び場所 

  ①日時        令和 6年 11 月 29 日（金）11時 00 分 

  ②場所        独立行政法人国立病院機構宇多野病院 会議室 

 

 

４．その他 

（１）虚偽の内容が記載されている参加資格確認書類又は企画書及び見積書は、無効 

（２）契約書作成の要否 ･････ 要 

（３）企画書のヒアリング ･････ 必要に応じて実施 

（４）関連情報を入手するための窓口 ･････ 上記「３．（１）」に同じ 

（５）詳細は、説明書による  


